


　利用にあたっては、諸法令及び三好市市章の使用に関する取扱規程（平成21年８月24日告示第
59号）並びに公序良俗の範囲内での活用を遵守し、この三好市市章デザインマニュアルに沿って正
しく制作してください。












	01-20ver.2-out.ai.pdf
	02-03改.pdf
	04-05.pdf
	06-07.pdf
	08-09.pdf
	10-11.pdf
	12-13.pdf

